
城陽市集合住宅上下水道料金計算表 

 

集合住宅上下水道料金は、生計を別々にしている２世帯以上の居住されているマンション・アパート等が、上下水道部が取り付けた１個のメータで水道を使用する場合に適用す

るもので、各戸をそれぞれ口径１３ｍｍ、１給水装置分に置き換え料金計算します。（集合住宅上下水道料金の適用を希望される場合は、申請書を提出して下さい。） 

   

 

 集合住宅上下水道料金の計算方法 

                                                                        城陽市上下水道部 

＊ 使用戸数の増減（転出や転入による変更）が生じた場合は、速やかに届けてください。                〒610-0101 城陽市平川広田６７番地 

                                                                        ℡ ０７７４‐５２ - ４８０１                                                                          

 

 世帯 世帯 世帯 世帯  

世帯 世帯 世帯 世帯 

世帯 世帯 世帯 世帯 

 水道料金  下水道使用料 

例 水道マンション 申請時入居戸数 ２０戸 使用水量 ８８０㎥ 例 水道マンション 申請時入居戸数 ２０戸 使用水量（汚水量） ８８０㎥ 

 基本料金＝申請時入居戸数×φ１３の基本料金（２，４５０円） ・・・・Ａ 

 従量料金＝次の例により算出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｂ 

 水道料金＝（Ａ＋Ｂ）×１．１０ 

  例  水道マンション  申請時入居戸数 ２０戸  使用水量 ８８０㎥ 

 基本料金 

   ２０戸×２，４５０円＝４９,０００円 Ａ  

 従量料金 

               使用水量 ８８０㎥  

  ◆１㎥～２０㎥まで単価５０円 

  ２０戸×２０㎥＝４００㎥      ４００㎥  × ５０円＝２０，０００円 

 ◆２１㎥～４０㎥まで単価１３５円   

  ２０戸×２０㎥＝４００㎥      ４００㎥  ×１３５円＝５４，０００円 

 ◆４１㎥～６０㎥まで単価１９５円     

  ２０戸× ４㎥＝ ８０㎥       ８０㎥  ×１９５円＝１５，６００円  

                     従量料金    ８９，６００円 Ｂ 

 基本使用料＝申請時入居戸数×２０㎥までの基本使用料（２，７５０円） ・・・・Ａ 

 従量使用料＝次の例により算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｂ 

 下水道使用料＝（Ａ＋Ｂ）×１．１０ 

  例  水道マンション  申請時入居戸数 ２０戸  汚水量 ８８０㎥ 

基本使用料（２０㎥まで） 

              汚水量   ８８０㎥ 

  ◆２０㎥までは基本使用料分 

      ２０戸×２０㎥＝４００㎥    ４００㎥ ２０戸×２，７５０円 

                        ＝５５，０００円 Ａ 

 従量使用料 

  ◆２１㎥～４０㎥まで単価１４５円  

    ２０戸×２０㎥＝４００㎥    ４００㎥  ×１４５円＝５８，０００円 

  ◆４１㎥～６０㎥まで単価１８０円      

    ２０戸× ４㎥＝ ８０㎥        ８０㎥  ×１８０円＝１４，４００円  

                       従量使用料   ７２，４００円 Ｂ 

水道料金（Ａ＋Ｂ）×１．１０＝（４９，０００円＋８９，６００円）×１．１０ 

              ＝１５２，４６０円 

下水道使用料（Ａ＋Ｂ）×１．１０＝（５５，０００円＋７２，４００円）×１．１０ 

                ＝１４０，１４０円     

高架水槽 

 

城陽市 
メータ 

受水槽 
城陽市上下水道部は、各室に設置されている水

道メータは検針いたしません。 


